令和７年度敬老行事補助金交付要領
１　目　　的
　　満７８歳以上の高齢者に対し、町内会等が主催して敬老行事を実施、または長年
　の功労に敬意を表するため記念品等を贈呈したとき、その費用の一部を補助し、も

　って高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
２　補助対象団体
　　次に掲げる高齢者（以下「補助積算対象者」という。）に対して敬老行事を実施、または敬老記念品等の贈呈を行った町内会等（以下「補助対象団体」という。）とする。

≪補助積算対象者≫
登別市に在住かつ補助対象団体に所属する、
昭和２２年９月３０日以前に出生した方

３　補助金額
　　前記２の補助積算対象者一人あたり１，０００円とする。
　　

４　補助金交付申請
　　この補助金を受けようとする補助対象団体は、敬老行事補助金交付申請書（様式第１号）に次の書類を添えて、令和７年８月２９日までに、市長に提出するものとする。

【添付書類】
・敬老行事計画書



（様式第２号）

・敬老行事収支予算書


（様式第３号）

５　補助金交付決定

前記４に定める敬老行事補助金交付申請書の受理後、内容を審査のうえ、交付決

定する。
６　変更交付申請
　　事業内容を変更する補助対象団体は、敬老行事補助金変更交付申請書（様式第４号）を市長に提出するものとする。
７　変更交付決定
前記６に定める敬老行事補助金交付申請書の受理後、内容を審査のうえ、変更交付決定する。
８　実績報告

補助対象団体は、当該補助事業完了後６０日以内、または、令和８年３月３１日のいずれか早い日までに事業実績報告書（様式第５号）に次の書類を添え、市長に提出するものとする。

【添付書類】
・敬老行事報告書



（様式第６号）

・敬老行事収支決算書


（様式第７号）
・補助対象者名簿



（様式第８号）

